
令和６年１２月５日

退職手当共済新システムについてのご連絡

本冊子では、令和７年１月に稼働する退職手当共済新システムに関する各種のお

知らせをまとめています。

新システムを適切かつ円滑にご利用いただくためにも、ぜひご一読ください。
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ⅠⅠ 最最初初ににごご確確認認くくだだささいい

１１ 新新シシスステテムム移移行行にに伴伴うう主主なな変変更更点点ににつついいてて（（令令和和７７年年１１月月６６日日～～））

（機能面）

〇〇現現行行シシスステテムムをを全全面面刷刷新新しし、、新新たたななシシスステテムムをを構構築築、、各各種種機機能能がが大大幅幅にに向向上上

→全ての手続きがオンラインで申請可能（郵送不要）

→複数ＩＤにより施設単位で入力・管理が可能（複数人で作業分担が可能）

→必要な手続きはシステムを通じてお知らせ（リアルタイムで登録・状況確認可能）

→間違い防止・入力支援機能の拡充

（手続き面）

〇〇全全ててのの手手続続ききをを新新シシスステテムムにによよるるオオンンラライインン申申請請にに移移行行

→退職届・退職手当金請求を含む各種手続きは原則オンライン申請に移行

→退職手当金請求は退職者がスマホで請求（共済契約者が代行できる機能も整備）

→現在社協等を経由している退職届・請求書はＷＡＭへ直接提出 社社協協等等経経由由かからら変変更更））

【【留留意意点点】】源源泉泉徴徴収収事事務務のの流流れれがが変変更更ととななるる場場合合ががあありりまますす（（本本冊冊子子ＰＰ８８参参照照））

上記の詳細については、本冊子及び機構ホームページのシステム操作説明動画及び各

種資料によりご確認ください。

（機構ＨＰはこちらから）

▼ ＷＡＭ ＞ 退職手当共済事業 ＞ 退職手当共済新システムのご案内

ＵＲＬ：

２２ ココーールルセセンンタターーのの設設置置ににつついいてて（（令令和和７７年年１１月月６６日日～～））

令令和和７７年年１１月月６６日日かからら、、新新シシスステテムムにに関関すするる問問合合せせをを受受けけ付付けけるるココーールルセセンンタターーをを設設

置置ししまますす。。加入、退職などの各種届出方法やシステム操作方法等、ご不明な点がござい

ましたら、以下までご連絡ください。

＜コールセンター＞※令和７年１月６日１０：００開始

ＴＥＬ：０５７０－０５０－２９４

受付時間９：００～１７：００（土日・祝日除く）

（一部ＩＰ電話については、つながらない可能性があります）
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３３ 今今後後ののススケケジジュューールルににつついいてて

新システム移行までのスケジュールは以下のとおりとなります。

令和６年

１０月

令和６年

１１月

令和６年

１２月

令和７年

１月６日～

新システムの

メールアドレス登録

１１１１月月末末でで

受受付付終終了了（（※※））

新システムのＩＤ・

パスワード送付
（今回送付）

各種ご案内の送付 （今回送付）

現行の電子届出

システム利用停止

新システム利用開始

専用コールセンターの

設置

※１０月１日付でお送りした「新システムで使用するメールアドレスの確認（登録）につ

いて」でご案内したとおり、新新シシスステテムムでで使使用用すするるメメーールルアアドドレレススのの登登録録期期限限はは１１１１

月月末末でですすののでで、、現現在在登登録録手手続続ききをを行行ううここととははででききまませせんん。。

現現時時点点ででメメーールルアアドドレレススをを登登録録ししてていいなないい場場合合やや、、登登録録ししたたメメーールルアアドドレレススにに変変更更がが

必必要要なな場場合合ににはは、、新新シシスステテムム上上でで変変更更のの手手続続ききががででききまますすののでで、、令令和和７７年年１１月月以以降降にに、、

新新シシスステテムムににロロググイインンののううええ、、おお手手続続ききくくだだささいい（（本本冊冊子子ＰＰ４４ ５５「「新新シシスステテムムのの連連

絡絡先先メメーールルアアドドレレススをを確確認認」」をを参参照照））。。
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ⅡⅡ 新新シシスステテムム利利用用開開始始ままででのの今今後後のの流流れれににつついいてて

２２ 新新シシスステテムムののＩＩＤＤ・・仮仮パパススワワーードドのの送送付付（（今今回回送送付付））

現行の電子届出システム同様、新システムにおいてもセキュリティの観点から専

用のＩＤ・パスワードでログインいただきます。同封の「新新シシスステテムムののＩＩＤＤ・・仮仮パパ

ススワワーードド」」ををごご確確認認くくだだささいい。。

※ ＩＤ・仮パスワードは全共済契約者に発行しています。

※ 新システムでは、現行の電子届出システムでご利用いただいているＢＶＡで始

まるＩＤ・パスワードを使用することはできませんので、ご注意ください。

各各種種ごご案案内内のの送送付付（（今今回回送送付付））

新システムを初めてご利用いただく際のマニュアルや利用規約等の資料を同封し

ていますので、ご確認ください。

新新 シシスステテムムののロロググイインンペペーージジ公公開開（（令令和和７７年年１１月月６６日日））

新システムのログインページへのリンクは、令和７年１月６日（新システム利用

開始日）に機構のＨＰに掲載予定です。

※ロロググイインンペペーージジはは、、現現行行のの電電子子届届出出シシスステテムムででごご利利用用いいたただだいいてていいるるＷＷＡＡＭＭ

ＮＮＥＥＴＴのの「「会会員員入入口口」」ででははななくくななりりまますすののでで、、ごご注注意意くくだだささいい。。

＜ログインページへのアクセス方法＞

①Ｇｏｏｇｌｅなどの検索サイトで「ＷＡＭ 退職共済」で検索

②検索結果の一番上に表示される福祉医療機構のＨＰをクリックし、

退職手当共済トップページを表示（下図参照）

③「退職手当共済システムログインページ」をクリック

１

２

３

令和７年１月６日

１０：００～公開予定
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新新シシスステテムムににロロググイインン（（令令和和７７年年１１月月６６日日～～））

令和７年１月６日以降、新システムをご利用いただけますので、ログインページ

にアクセスし、同封の「新システムのＩＤ・仮パスワード」を入力のうえ、ログ

インしてください。

※ログイン手順については、同封の「「新新シシスステテムムをを初初めめててごご利利用用いいたただだくく際際ののママ

ニニュュアアルル」」をご参照ください。

※ロロググイインン前前にに必必ずず利利用用規規約約（（ＩＩＤＤ・・仮仮パパススワワーードド通通知知にに添添付付））ををごご確確認認くくだだささ

いい。。利利用用規規約約にに同同意意ののううええ、、シシスステテムムににロロググイインンししててくくだだささいい。。

※初回ログイン時のみ、パスワードの変更手続きが必要となります。

新新シシスステテムムのの連連絡絡先先メメーールルアアドドレレススをを確確認認（（令令和和７７年年１１月月６６日日～～））

ログイン後、「共済契約者ホーム」画面より、登録されているメールアドレスを

確認してください。修正が必要な場合は、メールアドレスをクリックし、「契約

者・法人担当者情報の確認・変更」画面より新しいメールアドレスを入力のう

え、「更新」ボタンをクリックしてください。

※現行の電子届出システムをご利用いただいていない共済契約者で、メールアド

レスの登録手続きがお済みでない場合は、仮のアドレスを登録しているため、

必ず変更していただくようお願いいたします。

新新シシスステテムム利利用用開開始始（（令令和和７７年年１１月月６６日日～～））

「共済契約者ホーム」画面の

「対応が必要な手続」の

お知らせをご確認いただき、

各種手続きを開始してください。

４

５

６

メールアドレスを確認（※）し、

変更が必要な場合はクリック

新しいメールアドレスを

入力し、更新をクリック
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ⅢⅢ 新新シシスステテムム移移行行ままででのの届届出出方方法法ににつついいてて

令令和和６６年年１１１１月月末末よよりりシシスステテムムのの移移行行作作業業をを行行ううたためめ、、現現行行のの電電子子届届出出シシスステテムムのの利利

用用をを一一部部停停止止ししてていいまますす。。共済契約者のみなさまにはご不便をおかけしますが、ご理解・

ご協力のほどお願いいたします。

① 現行システム利用停止期間：令和６年１２月１１日１７：００～令和７年１月５日

② 新 シ ス テ ム 利 用 開 始：令和７年１月６日１０：００～

新システム移行までの各種届出の提出先については、以下の通りとなります。システ

ム利用停止期間中は、一部届出に制限がありますので、ご注意ください。

・各種届出（右記以外全て）

・「被共済職員退職届」

・「退職手当金請求書」

・「合算制度利用申出書」

令和６年

１１月２７日

１７：００

～

令和６年

１２月１１日

１７：００

福福祉祉医医療療機機構構 共共済済部部に提出

※電子届出システムの「「施施設設等等新新設設届届・・申申出出

書書登登録録機機能能」」が利用停止となるため、届出

の必要が生じた場合は、様式を機構ＨＰ

より印刷いただき、記入の上、ご提出くだ

さい。

業業務務委委託託先先（（社社協協等等））に提出

ただし、宮城県、埼玉県、神奈川県、京都府、

岡山県、山口県、徳島県に所在する施設等は

当機構に直接郵送してください。

（以下同様）

令和６年

１２月１１日

１７：００

～

令和６年

１２月３１日

福福祉祉医医療療機機構構 共共済済部部に提出

※電子届出システムの「「加加入入届届登登録録機機能能」」が

利用停止となるため、様式を機構ＨＰよ

り印刷いただき、記入の上、ご提出くださ

い。

令令和和６６年年１１２２月月３３１１日日（（火火））必必着着

業業務務委委託託先先（（社社協協等等））に提出

※電子届出システムの「「被被共共済済職職員員退退職職届届

登登録録機機能能」」が利用停止となるため、様式を

機構ＨＰより印刷いただき、記入の上、ご

提出ください。

令令和和６６年年１１２２月月３３１１日日（（火火））必必着着

令令和和７７年年

１１月月６６日日以以降降

福福祉祉医医療療機機構構 共共済済部部に提出

※ 原則新システムによるオンラインでの届出になるため、

届出書類の郵送は不要となります

各各種種届届出出はは令令和和７７年年１１月月以以降降にに新新シシスステテムムででおお手手続続ききくくだだささいい
※郵送による届出は可能ですが、機構での処理に通常より時間がかかるた

め、新システムで届出いただく方が早くお手続きいただけます。

何らかの理由で届出が必要な場合は、下記までご提出ください。

現
行
シ
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テ
ム

一
部
機
能
停
止

現
行
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全
機
能
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止

新
シ
ス
テ
ム
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ⅢⅢ 新新シシスステテムム移移行行ままででのの届届出出方方法法ににつついいてて

令令和和６６年年１１１１月月末末よよりりシシスステテムムのの移移行行作作業業をを行行ううたためめ、、現現行行のの電電子子届届出出シシスステテムムのの利利

用用をを一一部部停停止止ししてていいまますす。。共済契約者のみなさまにはご不便をおかけしますが、ご理解・

ご協力のほどお願いいたします。

① 現行システム利用停止期間：令和６年１２月１１日１７：００～令和７年１月５日

② 新 シ ス テ ム 利 用 開 始：令和７年１月６日１０：００～

新システム移行までの各種届出の提出先については、以下の通りとなります。システ

ム利用停止期間中は、一部届出に制限がありますので、ご注意ください。

・各種届出（右記以外全て）

・「被共済職員退職届」

・「退職手当金請求書」

・「合算制度利用申出書」

令和６年

１１月２７日

１７：００

～

令和６年

１２月１１日

１７：００

福福祉祉医医療療機機構構 共共済済部部に提出

※電子届出システムの「「施施設設等等新新設設届届・・申申出出

書書登登録録機機能能」」が利用停止となるため、届出

の必要が生じた場合は、様式を機構ＨＰ

より印刷いただき、記入の上、ご提出くだ

さい。

業業務務委委託託先先（（社社協協等等））に提出

ただし、宮城県、埼玉県、神奈川県、京都府、

岡山県、山口県、徳島県に所在する施設等は

当機構に直接郵送してください。

（以下同様）

令和６年

１２月１１日

１７：００

～

令和６年

１２月３１日

福福祉祉医医療療機機構構 共共済済部部に提出

※電子届出システムの「「加加入入届届登登録録機機能能」」が

利用停止となるため、様式を機構ＨＰよ

り印刷いただき、記入の上、ご提出くださ

い。

令令和和６６年年１１２２月月３３１１日日（（火火））必必着着

業業務務委委託託先先（（社社協協等等））に提出

※電子届出システムの「「被被共共済済職職員員退退職職届届

登登録録機機能能」」が利用停止となるため、様式を

機構ＨＰより印刷いただき、記入の上、ご

提出ください。

令令和和６６年年１１２２月月３３１１日日（（火火））必必着着

令令和和７７年年

１１月月６６日日以以降降

福福祉祉医医療療機機構構 共共済済部部に提出

※ 原則新システムによるオンラインでの届出になるため、

届出書類の郵送は不要となります

各各種種届届出出はは令令和和７７年年１１月月以以降降にに新新シシスステテムムででおお手手続続ききくくだだささいい
※郵送による届出は可能ですが、機構での処理に通常より時間がかかるた

め、新システムで届出いただく方が早くお手続きいただけます。

何らかの理由で届出が必要な場合は、下記までご提出ください。
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現
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ⅣⅣ 新新シシスステテムム移移行行後後のの届届出出方方法法及及びび社社協協等等ととのの

委委託託契契約約終終了了ににつついいてて

令令和和７７年年１１月月６６日日以以降降のの届届出出ににつついいててはは、、原原則則新新シシスステテムムにによよるるオオンンラライインンででのの申申請請

ととななりりまますす。。これまで福祉医療機構や業務委託先（社会福祉協議会や共済会等）に郵送

いただいていた書類について、新新シシスステテムム稼稼働働後後はは、、郵郵送送不不要要（（オオンンラライインンでで届届出出をを提提

出出ししたた場場合合））ととななりりまますすののでで、、ごご注注意意くくだだささいい。。

なお、新システム移行に伴い、ここれれままでで退退職職関関係係書書類類のの一一部部事事務務をを委委託託ししてていいたた各各都都

道道府府県県のの業業務務委委託託先先ととはは令令和和６６年年１１２２月月末末でで委委託託契契約約をを終終了了ししまますす。。令令和和７７年年１１月月以以降降

はは業業務務委委託託先先にに書書類類をを提提出出ししなないいよよううごご注注意意くくだだささいい。。

届出方法が

変わります
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※※ 新新シシスステテムム移移行行及及びび社社協協等等ととのの委委託託終終了了にに伴伴いい

退退職職手手続続ききののフフロローーがが大大幅幅にに変変わわりりまますす。。

（事例）オンラインで退職届・請求書を作成し、退職手当金を請求する場合

実実施施者者 手手続続きき内内容容 補補足足事事項項

共共済済契契約約者者

（（法法人人））

①① 退退職職のの意意向向確確認認、、請請求求・・合合算算のの制制度度説説明明確確認認

✔退職者に対し、退職、合算、退職・再加入、請求手続き

等について説明をお願いします。

機機構構ＨＨＰＰにに退退職職者者へへのの説説明明

資資料料等等をを掲掲載載ししてていいまますす。。

・「退職される皆さまへ」

・「退職手続きご案内チラシ」

・退職手当金シミュレーション

・退職・再加入シミュレーション

・操作説明動画

・操作マニュアル

②② シシスステテムムでで退退職職届届をを作作成成・・提提出出（（オオンンラライインン））

✔退職日前でも作成可能です（提出予約）。

✔新システムでは社協等を経由しないため、「退職金支払い

順序登録」及び機構以外の退職金を先に支給を受けた場合

は「源泉徴収票のアップロード」が必ず必要になります。

③③ 二二次次元元ココーードドをを印印刷刷しし、、退退職職者者へへ渡渡すす

退退職職者者

④④ 二二次次元元ココーードドかかららシシスステテムムでで請請求求書書をを作作成成・・提提出出（（オオンンララ

イインン））

✔退職日前でも退職届作成後に請求書作成可能 提出予約 。

✔本人確認書類等のアップロードが必要になります。

⑤⑤ 退退職職手手当当金金支支給給 支給状況は、請求手続き終了後に

送信されるメールのＵＲＬから

随時ご確認いただけます。

合算利用の場合も同様のフロー

となります。

詳細なフローやその他各種手続きは、機構ＨＰ掲載の「操作説明動画」、「操作手順書」及び

「退職手当共済システムの概要及び変更点」をご参照ください。

▼ 機構ＨＰはこちらから

ＵＲＬ：

退退職職者者かからら委委任任状状（（機機構構ＨＨ

ＰＰにに様様式式をを掲掲載載））ををももららうう

ここととでで、、共共済済契契約約者者がが代代行行

入入力力すするるこことともも可可能能でですす

新新
シシ
スス
テテ
ムム
移移
行行
後後
のの
退退
職職
手手
続続
きき
のの
フフ
ロロ
ーー

退退職職者者のの代代わわりりにに請請求求書書をを

法法人人がが入入力力すするる場場合合はは、、退退

職職届届作作成成時時シシスステテムムでで選選択択

※※「「機機構構へへ提提出出」」ボボタタンンをを

押押すす画画面面（（最最終終画画面面））にに代代

行行入入力力のの☑☑ががあありりまますす。。
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※※ 源源泉泉徴徴収収事事務務にに関関すするる変変更更点点ににつついいてて
＜複数箇所から退職手当金を受け取る場合＞

令令和和７７年年１１月月から退退職職届届、、退退職職手手当当金金請請求求書書のの提提出出先先が、各都道府県の業務委託先（都

道府県社会福祉協議会、共済会等）ではなく福福祉祉医医療療機機構構となります。

退職関係書類については、業務委託先を経由しないため、退職手当金を複数箇所から

受け取る場合は、退職届をご登録いただくときに、退退職職手手当当金金のの支支給給のの順順番番ををシシスステテムム

上上でで選選択択いただきます。最終支払者が源泉徴収事務を行いますので、選選択択いいたただだくく順順番番

にによよっってて源源泉泉徴徴収収事事務務のの流流れれがが異異ななりりまますすので、ご注意ください。

◎ 法人や退職者が福祉医療機構以外の退職金制度に加入されている場合、福祉医療機構

の退職手当金の支払いの順番を他の退職金制度より先にするか後にするか決めていただ

く必要があります。支払いの順番については、他の退職金制度の支払時期や事務手続き

などをご確認のうえ、ご検討いただきますようお願いいたします。

- 7 - 

※※ 新新シシスステテムム移移行行及及びび社社協協等等ととのの委委託託終終了了にに伴伴いい

退退職職手手続続ききののフフロローーがが大大幅幅にに変変わわりりまますす。。

（事例）オンラインで退職届・請求書を作成し、退職手当金を請求する場合

実実施施者者 手手続続きき内内容容 補補足足事事項項

共共済済契契約約者者

（（法法人人））

①① 退退職職のの意意向向確確認認、、請請求求・・合合算算のの制制度度説説明明確確認認

✔退職者に対し、退職、合算、退職・再加入、請求手続き

等について説明をお願いします。

機機構構ＨＨＰＰにに退退職職者者へへのの説説明明

資資料料等等をを掲掲載載ししてていいまますす。。

・「退職される皆さまへ」

・「退職手続きご案内チラシ」

・退職手当金シミュレーション

・退職・再加入シミュレーション

・操作説明動画

・操作マニュアル

②② シシスステテムムでで退退職職届届をを作作成成・・提提出出（（オオンンラライインン））

✔退職日前でも作成可能です（提出予約）。

✔新システムでは社協等を経由しないため、「退職金支払い

順序登録」及び機構以外の退職金を先に支給を受けた場合

は「源泉徴収票のアップロード」が必ず必要になります。

③③ 二二次次元元ココーードドをを印印刷刷しし、、退退職職者者へへ渡渡すす

退退職職者者

④④ 二二次次元元ココーードドかかららシシスステテムムでで請請求求書書をを作作成成・・提提出出（（オオンンララ

イインン））

✔退職日前でも退職届作成後に請求書作成可能 提出予約 。

✔本人確認書類等のアップロードが必要になります。

⑤⑤ 退退職職手手当当金金支支給給 支給状況は、請求手続き終了後に

送信されるメールのＵＲＬから

随時ご確認いただけます。

合算利用の場合も同様のフロー

となります。

詳細なフローやその他各種手続きは、機構ＨＰ掲載の「操作説明動画」、「操作手順書」及び

「退職手当共済システムの概要及び変更点」をご参照ください。

▼ 機構ＨＰはこちらから

ＵＲＬ：

退退職職者者かからら委委任任状状（（機機構構ＨＨ

ＰＰにに様様式式をを掲掲載載））ををももららうう

ここととでで、、共共済済契契約約者者がが代代行行

入入力力すするるこことともも可可能能でですす
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退退職職者者のの代代わわりりにに請請求求書書をを

法法人人がが入入力力すするる場場合合はは、、退退

職職届届作作成成時時シシスステテムムでで選選択択

※※「「機機構構へへ提提出出」」ボボタタンンをを

押押すす画画面面（（最最終終画画面面））にに代代

行行入入力力のの☑☑ががあありりまますす。。
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ⅤⅤ そそのの他他

１１ 退退職職者者向向けけ説説明明資資料料ににつついいてて

新システムでは、専用の二次元コードを読み取

ることで、退職者ご自身がスマートフォンで、退

職手当金請求書の作成・提出ができるようになり

ます。

二次元コードは、共済契約者が退職届を提出し

た後に発行されるため、印刷するなどし、退職者

にお渡しください。

また、退職後の手続きについてまとめた以下の

資料を機構ＨＰの「退職手当共済新システムのご

案内」に掲載しています。退職者に二次元コード

を渡す際に合わせてご案内ください。

・「退職されるみなさまへ」

・「退職手続きご案内チラシ（※）」

（※チラシは本冊子に 部同封しています）

２２ 共共済済契契約約者者がが退退職職者者にに代代わわっってて請請求求手手続続ききをを行行うう際際のの委委任任状状ににつついいてて

令和７年１月以降、退職者がシステム上で請求手続きを行うこととなりますが、退職

者の同意の元、退職者が所定の委任状に記載いただくことで、共済契約者が請求書を作

成することが可能となります。

委任状のフォーマットは機構ＨＰの「退職手当共済新システムのご案内」に掲載しま

す。

共済契約者が退職者に代わって請求手続きを行う際は、委任状のフォーマットをダウ

ンロードし、退職者に記入をお願いしてください。記入後、請求手続きの途中で委任状を

システムにアップロードしていただきます。

（退職手続きご案内チラシ）

退職手当共済新システム導入に伴う３つの変更点

変更
1

退職届、請求書はオンラインで手続きをお願いします
・これまでオンラインで申請できたのは、届出書の一部(掛金届や加入
届)でしたが、新システムでは全ての届出をオンラインで行うことができ
るようになります。

スマートフォン(二次元コード)で退職手当金の請求が
できます
・専用の二次元コードを読み取り、情報を確認・入力することで、請求
書を作成・提出ができるようになります。

退職手当金の支給の順番を選ぶようになります
・退職手当金を複数箇所から受け取る場合は、最終支払者が源泉徴収事
務を行うことから、退職届をご登録いただくときに、退職手当金の支給
の順番をシステム上で選択いただきます。

詳細については二次元コードまたは下記リンクからご確認ください
https://www.wam.go.jp/hp/taite_newsystem_guide/

Step
1

変更
2

変更
3

共済契約者の担当者さま用手続き動画 ▶ ▶

Step
2 退職者さま用手続き動画 ▶ ▶

新システムに関する各種説明資料、動画は、下記リンク先をご参照く
ださい。
退職者さまへの説明資料も掲載しています。ご覧いただけない退職者
さまには印刷しお渡しください。

●

●

退職手当金請求に関する
共済契約者のご担当者さま、退職者ご本人さまへ 令和７年１月６日～

【お問い合わせ先】共済部
TEL0570-050-294
〔一部IP電話については、つながらない可能性があります。〕

退職手当共済新システム導入に伴う３つの変更点

変更
1

退職届、請求書はオンラインで手続きをお願いします
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３３ 動動画画のの紹紹介介ににつついいてて

機構ＨＰの「退職手当共済新システムのご案内」では、新システムの操作や届出方法に

ついて、分かりやすく説明している動画を掲載していますので、ぜひご覧ください。

４４ 新新シシスステテムムのの操操作作説説明明資資料料ににつついいてて

機構ＨＰの「退職手当共済新システムのご案内」に新システムの操作説明資料を掲載

しました。システムをご利用いただく際のマニュアルとなるため、ご参照ください。

（掲載イメージ）
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ⅤⅤ そそのの他他

１１ 退退職職者者向向けけ説説明明資資料料ににつついいてて

新システムでは、専用の二次元コードを読み取

ることで、退職者ご自身がスマートフォンで、退

職手当金請求書の作成・提出ができるようになり

ます。

二次元コードは、共済契約者が退職届を提出し

た後に発行されるため、印刷するなどし、退職者

にお渡しください。

また、退職後の手続きについてまとめた以下の

資料を機構ＨＰの「退職手当共済新システムのご

案内」に掲載しています。退職者に二次元コード

を渡す際に合わせてご案内ください。

・「退職されるみなさまへ」

・「退職手続きご案内チラシ（※）」

（※チラシは本冊子に 部同封しています）

２２ 共共済済契契約約者者がが退退職職者者にに代代わわっってて請請求求手手続続ききをを行行うう際際のの委委任任状状ににつついいてて

令和７年１月以降、退職者がシステム上で請求手続きを行うこととなりますが、退職

者の同意の元、退職者が所定の委任状に記載いただくことで、共済契約者が請求書を作

成することが可能となります。

委任状のフォーマットは機構ＨＰの「退職手当共済新システムのご案内」に掲載しま

す。

共済契約者が退職者に代わって請求手続きを行う際は、委任状のフォーマットをダウ

ンロードし、退職者に記入をお願いしてください。記入後、請求手続きの途中で委任状を

システムにアップロードしていただきます。

（退職手続きご案内チラシ）
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５５ 現現行行シシスステテムムかかららのの変変更更点点ににつついいてて

現行システムからの変更点をまとめた資料を機構ＨＰの「退職手当共済新システムの

ご案内」に掲載しています。機能面や手続きの流れの変更点について、わかりやすくま

とめていますので、ご覧ください。

（資料一部抜粋）

６６ 社社会会福福祉祉施施設設職職員員等等退退職職手手当当共共済済約約款款のの一一部部改改正正ににつついいてて

新システムの運用開始に伴い、社協等への業務委託を終了するため、社会福祉施設職

員等退職手当共済約款の一部を改正しています。改正内容については、同封の「社会福祉

施設職員等退職手当共済約款」をご確認ください。

７７ 新新シシスステテムムにに関関すするるＱＱ＆＆ＡＡににつついいてて

新システムに関する疑問点については、機構ＨＰの「退職手当共済新システムのご案

内」で解説しています。ここでは、一部のＱ＆Ａを紹介します。

ＱＱ１１．．新システムを利用するために申請等は必要ですか？

ＡＡ１１．．新システムをご利用いただくにあたり、利用申請等は必要ありません。新システム

の利用に必要なＩＤ・仮パスワードは現行の電子届出システム利用の有無にかか

わらず全共済契約者に発行しています（ＩＤ・仮パスワードは同封しています）。
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- 12 - 

ＱＱ２２．．新システム利用開始までに共済契約者が準備することはありますか？

ＡＡ２２．．システム移行に伴い、利用規約を変更しています。新システムの利用にあたって

は、同封の利用規約に同意いただく必要があるため、システム利用開始までにご

一読ください。利用規約に同意のうえ、システムにログインしてください。

ＱＱ３３．．新システムの操作説明会などはありますか？

ＡＡ３３．．機構主催の操作説明会や集合研修は予定しておりません。ＨＰに掲載している新

システムの紹介動画に操作説明を含んでおりますので、そちらをご確認ください。

※ 現行の電子届出システムから届出方法等が大きく変更されるため、利用開始前

にイメージをつかんでいただくものとして、ご活用ください。

なお、操作方法についてはコールセンターにお問合せいただくことも可能です。

ＱＱ４４．．インターネット環境がなく、新システムを利用できない場合、届出方法はどのよう

になりますか？

ＡＡ４４．．新システムを利用できない場合、各種届出様式を記入の上、郵送で福祉医療機構ま

でご提出いただきます。なお、新システムでは、入力間違い防止機能による適正な

届出の提出や、オンライン申請による郵送時間の短縮等により従来よりもお手続

きを早めることができます。共済契約者の負担軽減にもなりますので、インターネ

ット環境が整い次第、新システムでお手続きいただくようお願いいたします。

ＱＱ５５．．現行の電子届出システム利用停止期間（令和６年１２月１１日１７：００～令和７

年１月５日）の届出については、どのように手続きをすればよいですか？

ＡＡ５５．．現行システムの停止期間中に届出の必要が生じた場合は、令和７年１月６日以降

に新システムでお手続きいただくようお願いいたします。

※ 郵送による届出は可能ですが、機構での処理に通常より時間がかかります。新

システムで届出いただく方が早く処理ができますので、ご協力お願いします。
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ＱＱ６６．．新システムでは、退職者がスマートフォンで退職手当金の請求書を作成できます

が、操作が不安です。何かサポートはありますか？

ＡＡ６６．．請求書については、基本的な操作ができれば無理なくご作成いただけます。また、

機構ＨＰでは、請求書の作成手順や本人確認書類のアップロード方法等を解説し

ている動画も掲載していますので、操作が不安である場合は、そちらをご覧くださ

い。

もしくは、令和７年１月以降、コールセンターにお問合せいただければ、請求書の

作成方法等をご案内いたします。

なお、退職者の同意の元、退職者が所定の委任状（機構ＨＰに掲載）に記載いただ

くことで、共済契約者が請求書を作成することが可能となります。

ＱＱ７７．．現行の電子届出システムを利用していますが、ログインＩＤは新システムでも引

き続き同じものを使用できますか？

ＡＡ７７．．新システムでは、現行の電子届出システムでご利用いただいているＢＶＡで始ま

るＩＤ・パスワードを使用することはできません。新システムのＩＤは同封してい

ますので、ご確認ください。

また、ログインページについても、現行の電子届出システムでご利用いただいてい

るＷＡＭ ＮＥＴの「会員入口」ではなくなりますので、ご注意ください（ログイ

ンページへのリンクは機構ＨＰに設置）。

ＱＱ８８．．新システムでは、各施設に届出書の入力作業等を依頼できるようですが、どのよう

な手順で行うのか教えてください。

ＡＡ８８．．新システムでは、法人本部（共済事務主担当者）から各施設（事務担当者）に「代

行申請」という機能を用いて、届出書の入力や職員情報の管理を依頼することがで

きます。

「代行申請」を行うには、各施設の事務担当者を「代行者」として登録する必要が

あります。代行者登録の手順については、機構ＨＰの「退職手当共済新システムの

ご案内」に動画を掲載していますので、ご確認ください。

代行者登録が完了すると、代行者専用のＩＤ・パスワードがシステムで自動的に発

行され、メールで通知（代行者あて）されます。代行者はそれを使って新システム

にログインし、入力作業等を行うことができます。
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ＡＡ６６．．請求書については、基本的な操作ができれば無理なくご作成いただけます。また、

機構ＨＰでは、請求書の作成手順や本人確認書類のアップロード方法等を解説し

ている動画も掲載していますので、操作が不安である場合は、そちらをご覧くださ

い。

もしくは、令和７年１月以降、コールセンターにお問合せいただければ、請求書の

作成方法等をご案内いたします。

なお、退職者の同意の元、退職者が所定の委任状（機構ＨＰに掲載）に記載いただ

くことで、共済契約者が請求書を作成することが可能となります。

ＱＱ７７．．現行の電子届出システムを利用していますが、ログインＩＤは新システムでも引

き続き同じものを使用できますか？

ＡＡ７７．．新システムでは、現行の電子届出システムでご利用いただいているＢＶＡで始ま

るＩＤ・パスワードを使用することはできません。新システムのＩＤは同封してい

ますので、ご確認ください。

また、ログインページについても、現行の電子届出システムでご利用いただいてい

るＷＡＭ ＮＥＴの「会員入口」ではなくなりますので、ご注意ください（ログイ

ンページへのリンクは機構ＨＰに設置）。

ＱＱ８８．．新システムでは、各施設に届出書の入力作業等を依頼できるようですが、どのよう

な手順で行うのか教えてください。

ＡＡ８８．．新システムでは、法人本部（共済事務主担当者）から各施設（事務担当者）に「代

行申請」という機能を用いて、届出書の入力や職員情報の管理を依頼することがで

きます。

「代行申請」を行うには、各施設の事務担当者を「代行者」として登録する必要が

あります。代行者登録の手順については、機構ＨＰの「退職手当共済新システムの

ご案内」に動画を掲載していますので、ご確認ください。

代行者登録が完了すると、代行者専用のＩＤ・パスワードがシステムで自動的に発

行され、メールで通知（代行者あて）されます。代行者はそれを使って新システム

にログインし、入力作業等を行うことができます。
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ＱＱ９９．．代行者の登録で発行できるＩＤの数に制限はありますか？

ＡＡ９９．．代行者を登録した際に発行できるＩＤの数に制限はありません。施設の事務担当

者が交代した場合は、既存のＩＤを削除し、再度代行者を登録することで、新規Ｉ

Ｄを発行することができます。

※ＩＤと入力情報は紐づいているため、ＩＤを削除すると、入力途中の届出等の

情報も削除されます。ＩＤ削除の際はご注意ください。

ＱＱ１１００．．新システム利用開始後に退職された方にはどのように手続きを案内すればよい

ですか？

ＡＡ１１００．．新システムによる退職手続きのフローについては、本冊子のＰ７で案内してい

ます。退職される方には、共済契約者（法人）が退職届を提出した後に発行され

る二次元コードと「退職手当金請求コード」を印刷したものと、「動画マニュア

ル（ＰＤＦ）」を印刷したものを一緒にし、お渡ししてください。

請求もしくは合算利用の手続き方法については「退職手続きご案内チラシ」（機

構ＨＰにも掲載）や「退職されるみなさまへ」（機構ＨＰにも掲載）にまとめて

いますので、先の二次元コード等と一緒にお渡しいただくことで、お手続きしや

すくなります。

ＱＱ１１１１．．新システムでは、職員が退職するまで、退職届や請求書を作成できませんか？

ＡＡ１１１１．．新システムでは、退職者の退職予定日が決まっている場合に限り、「提出予約」

という機能を使うことで、退職届や請求書を前もって作成することができます。

提出予約した届出については、退職予定日到来後、システムから機構に提出され

ます。

ＱＱ１１２２．．機構以外から退職手当金を受け取り、かつ機構を最終支払者とする場合、退職届

を作成する際に機構以外から支払われた退職手当金の源泉徴収票をアップロー

ドする必要がありますが、源泉徴収票が手元に届くまで、退職届の提出を行うこ

とはできないのでしょうか？

ＡＡ１１２２．．源泉徴収票については、「後で登録」という機能を設けています。この機能を使

い、源泉徴収票の添付以外の入力等をしていただくことで、退職届の提出を先に

進めることができます。なお、源泉徴収票がアップロードされるまで、機構側の

審査等を進めることができないため、源泉徴収票が届き次第、速やかにアップロ

ードをお願いいたします。




